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奈良市における新型コロナウイルス肺炎への対応 

 

本日午前 8 時 30 分から第 7 回新型コロナウイルス対策本部会議、午後 2 時から第 8 回

新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、次のとおり決定・協議しました。 

 

記 

１ 決定事項 

（本日 FAX 送信済みの通知文「新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について」参照） 

（１）市立小・中学校の臨時休業について（問合せ先：学校教育課 0742-34-4763） 

令和 2 年 3 月 2 日（月）から 3 月 24 日（火）まで臨時休業 

（２）市立高等学校の臨時休業について（問合せ先：学校教育課 0742-34-4763） 

令和 2 年 3 月 2 日（月）から 3 月 20 日（祝・金）まで臨時休業 

（３）幼稚園、保育園、こども園の臨時休業について（問合せ先：保育総務課 0742-33-5709） 

幼稚園：令和 2 年 3 月 2 日（月）から 3 月 18 日（水）まで臨時休業 

保育園、こども園 2 号認定・3 号認定：通常保育 

こども園１号認定：令和 2 年 3 月 2 日（月）から 3 月 18 日（水）まで臨時休業 

（４）学童保育について（問合せ先：地域教育課 0742-34-5441） 

    実施する。感染予防の観点から、できる限り家庭教育への協力を依頼する。 

（５）臨時休業に伴う子どもの預かり 

（問合せ先：学校教育課 0742-34-4763/保育総務課 0742-33-5709） 

    保護者の就労等の理由でどうしても自宅で過ごすことができない児童について

は小学校に登校し、自主学習を行う。また園児については各園にて対応する。 

（６）はぐくみセンターでの健康診査（問合せ先：母子保健課 0742-34-1978） 

    1 歳 7 か月児健康診査及び 3 歳 6 か月児健康診査について 3 月実施分につい 

ては中止とする。 



２ 協議事項 

（１）市の関連施設の臨時閉館の可否について 

    臨時閉館する施設について協議した。 

３ 今後の予定 

 令和 2 年 3 月 2 日（月）午後に開催予定 


